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活動項目 活動内容 

ウ ボランティア団体

等の育成支援 

ボランティアやボランティア団体相互の交流や情報交換

を図るための場づくりを進めるとともに、課題を抱える団

体等を支援する取組を強化し、ボランティア活動の推進を

図ります。 

具体的取組 

・ボランティア交流集会等の開催 

・ボランティア連絡協議会の育成支援 

・ボランティア団体の育成支援 

エ ボランティア・地

域福祉活動リー

ダー等の養成 

ボランティア活動の担い手や地域福祉活動のリーダーを

発掘・養成する取組を進めます。また、地域生活を支援す

るための個別支援ボランティアや福祉施設等のニーズに対

応するボランティアの養成に取り組みます。 

具体的取組 

・ボランティア講座・リーダー養成講座等の開催及び開

催支援（手話、点訳入門講座、リーダー養成講座など） 

・課題解決型ボランティア養成講座の開催（生活支援ボ

ランティア、子育て支援ボランティア、傾聴ボランティ

アなど） 

・ボランティアメニューの企画・開発、ボランティア活

動との出会いの場づくり（ボランティア、ＮＰＯ、福

祉施設等との連携） 

オ ボランティアメニ

ューの企画・開

発 

ボランティアやＮＰＯ等と協力して、誰もが気軽にボラ

ンティア活動に参加できるよう、ボランティアメニューの

企画・開発やボランティア活動との出会いの場づくりを進

めます。 

具体的取組 

・企業等の社会貢献活動との連携 
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  ２ 基本目標２ “ささえあいの輪づくり” 
地域のみんなが連携し、お互いに助け合える仕組みをつくろう 

 
（１）見守り、気づき、つながる輪づくり 

 

 

近年、少子高齢化や核家族化、ひとり暮らし世帯の増加、社会経済情勢の変化

等により、要介護認定者や認知症の高齢者、近隣に親類や知人がいない子育て世

代、生活困窮者など、支援を必要とする市民が増加しています。 

また、高齢者や障害のある人、児童への虐待、ひとり暮らし高齢者や子育て家

庭の孤立、貧困への対応等、福祉課題は複雑化しています。 

地域においては、住民同士や地域の活動団体、事業者等による様々な取組が進

められていますが、連携を図った取組やそれぞれの活動において把握している福

祉課題が十分に共有できていない状況があります。 

地域全体で助け合うネットワークの整備は喫緊の課題です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[市の取組] 

取   組 内     容 

地域の見守りネットワー

クづくりの促進 

社会福祉協議会、自治会、地域住民、民生委員・児

童委員、市等の関係者が連携し、支援を必要とする市

民が適切な福祉サービスを受けることができるよう、

見守るためのネットワークづくりを促進します。 

高齢者の見守り環境の整

備 

高齢者の重層的なセーフティネットを確立するた

め、地域の住民とかかわりをもつ事業者、地域住民、

地域の関係機関等と連携を図り、見守り環境を整備し

ます。 
  

・地域住民、地域の団体、事業者、民生委員・児童委員、福祉員、社会福祉

協議会、市等、すべての地域の構成員が協働し、それぞれの役割や専門性、

強みを活かし、補完し合い地域福祉を推進する包括的な支援体制を整備す

る必要があります。 

・ネットワークの構築により、活動状況や課題を共有する必要があります。 

・地域と市の情報共有を行う際に個人情報の保護に配慮する必要があります。

 

課 題 

今後の取組 
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取   組 内     容 

個人情報の保護 

情報共有の手法や個人情報の適正な取り扱いを検

討します。また、福祉情報を共有する民生委員・児童

委員に対して、個人情報の保護に関する啓発、研修を

行います。 
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《自治会、地区社協、まちづくり協議会、

ボランティア・市民活動団体、NPO

団体、事業者、民生委員・児童委員、

福祉員等》 

○市や社会福祉協議会が進める活動と

連携を図りましょう。 
○自治会や地域の団体、民生委員・児

童委員、福祉員などで地域内の情報

や課題を共有しましょう。 

○ひとり暮らし高齢者や障害がある人

など、地域で支援が必要な住民を把握

し、声かけや見守りを行いましょう。 

地 域 

 

○地域の見守りネットワークづくりを促進します。 

○高齢者の見守り環境を整備します。 

○個人情報の保護に配慮しつつ、情報共有の手法について検討します。 

 

市 

○ネットワーク活動の普及啓発を進めます。 

○ネットワーク活動を推進します。 

○地域福祉関係者等のネットワークづくりを推進

します。 

○地域におけるニーズキャッチシステムづくりを

推進します。 

○小地域見守りネットワーク活動を推進します。 

○地域福祉関係者等の情報共有を推進します。 

 

社会福祉協議会 

○ひとり暮らし高齢者や障害が

ある人など、地域で支援が必

要な人への声かけや見守りを

行いましょう。 

○地域の見守りネットワークの

活動に関する理解と関心を高

めましょう。 

参
加 

住 民 

 支
援 

 

支
援 

 

連
携 

協
働 

 

協
働 

 

 

 基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (1) 見守り、気づき、つながる輪づくり 

住民・地域・社会福祉協議会・市の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支
援 

協
働 

大丈夫
かな？
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取   組 内     容 

個人情報の保護 

情報共有の手法や個人情報の適正な取り扱いを検

討します。また、福祉情報を共有する民生委員・児童

委員に対して、個人情報の保護に関する啓発、研修を

行います。 
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《自治会、地区社協、まちづくり協議会、

ボランティア・市民活動団体、NPO

団体、事業者、民生委員・児童委員、

福祉員等》 

○市や社会福祉協議会が進める活動と

連携を図りましょう。 
○自治会や地域の団体、民生委員・児

童委員、福祉員などで地域内の情報

や課題を共有しましょう。 

○ひとり暮らし高齢者や障害がある人

など、地域で支援が必要な住民を把握

し、声かけや見守りを行いましょう。 

地 域 

 

○地域の見守りネットワークづくりを促進します。 

○高齢者の見守り環境を整備します。 

○個人情報の保護に配慮しつつ、情報共有の手法について検討します。 

 

市 

○ネットワーク活動の普及啓発を進めます。 

○ネットワーク活動を推進します。 

○地域福祉関係者等のネットワークづくりを推進

します。 

○地域におけるニーズキャッチシステムづくりを

推進します。 

○小地域見守りネットワーク活動を推進します。 

○地域福祉関係者等の情報共有を推進します。 

 

社会福祉協議会 

○ひとり暮らし高齢者や障害が

ある人など、地域で支援が必

要な人への声かけや見守りを

行いましょう。 

○地域の見守りネットワークの

活動に関する理解と関心を高

めましょう。 

参
加 

住 民 

 支
援 

 

支
援 

 

連
携 

協
働 

 

協
働 

 

 

 基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (1) 見守り、気づき、つながる輪づくり 

住民・地域・社会福祉協議会・市の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支
援 

協
働 
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[下関市社会福祉協議会の取組（地域福祉活動計画の内容）] 

基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (1) 見守り、気づき、つながる輪づくり 

活動目標：市民相互の連携・協働による福祉活動を進めます 

活動項目 活動内容 

ア ネットワーク活動

の普及啓発 

市民のネットワーク活動に対する一層の理解促進と、多

様な組織間のネットワークづくりを促すために、ネットワ

ーク活動の意義等について普及啓発を図ります。 

具体的取組 

・社協だよりによる普及啓発 

・ホームページによる啓発 

・セミナー等における啓発 

・相談支援による啓発 

イ ネットワーク活動

の推進 

幅広い地域の課題を解決するために、自治会、地区社協、

ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉法人、社会福祉施設、

保護司、更生施設等、地域の多様な組織・団体相互のネッ

トワークづくりと連携、協働の取組を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・多様な団体間の連携、協働に向けた相談支援 

・助成事業による支援 

・相互の連携、協働する取組（ツール）の検討・開発・

活用 

・社会福祉法人の地域公益活動との連携強化 

・地域の多様な組織・団体の実態把握 

ウ 地域福祉関係者

等のネットワー

クづくり 

懇談会、意見交換会など、様々な機会を活用して、自治

会役員、福祉員、民生委員・児童委員、地区社協、相談関

係機関、下関市社協、その他の地域福祉関係者相互の連携

を強化する取組を進めます。 

具体的取組 

・ネットワークづくりに関する相談支援、職員の派遣 

・助成事業による支援（自治会、地区社協による顔合わ

せ会の実施） 

・ネットワーク懇談会の開催 

・地区社協に対する福祉員の構成員への位置付けに関す

る働きかけ 
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活動項目 活動内容 

ウ 地域福祉関係者

等のネットワー

クづくり 

緊急時等にスムーズに連携が図れるよう、平時から専門

職等のマンパワーを有する福祉施設等と自治会や地区社協

との連携を強化する取組を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・福祉施設等と自治会や地区社協との連携に向けた支援、

職員の派遣 

・助成事業による支援（自治会、地区社協による福祉施

設等と連携した事業の実施） 

エ 地域におけるニ

ーズキャッチシ

ステ ム づくり の

推進 

課題を抱える世帯を早期に発見し、適切に専門機関等へ

スムーズにつなぐことができるよう、地域におけるニーズ

キャッチシステムづくりを進めます。 

具体的取組 

・ご近所への目配り気配り活動の普及啓発 

・福祉員活動の推進 

・自治会福祉部（委員会）の設置促進 

・地区社協活動の推進 

オ 小地域見守りネ

ットワ ーク活動

の推進 

ひとり暮らし高齢者等の孤立を防止するために、自治会

や地区社協による、福祉員や民生委員・児童委員等と連携

した見守りネットワーク活動の推進を図ります。 

具体的取組 

・小地域見守りネットワーク活動の普及啓発 

・福祉員の育成 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・関係機関との連携強化による小地域見守りネットワー

ク活動への参加・協力の促進 

・助成事業による支援（自治会、地区社協による見守り

ネットワーク活動の実施） 

カ 地域福祉関係者

等 の 情 報 共 有

の推進 

地域福祉関係者の個人情報保護法に関する正しい理解の

促進を図るための取組を進めます。また、個人情報の適切

な取扱いや情報共有の在り方に関する合意形成などを促す

取組を進め、地域福祉関係者間の連携強化を図ります。 

具体的取組 

・個人情報保護法の正しい理解と地域福祉関係者による

情報共有の仕組みづくりに関する支援  

・関係機関との連携強化による地域福祉関係者間の情報

共有化の促進 
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[下関市社会福祉協議会の取組（地域福祉活動計画の内容）] 

基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (1) 見守り、気づき、つながる輪づくり 

活動目標：市民相互の連携・協働による福祉活動を進めます 

活動項目 活動内容 

ア ネットワーク活動

の普及啓発 

市民のネットワーク活動に対する一層の理解促進と、多

様な組織間のネットワークづくりを促すために、ネットワ

ーク活動の意義等について普及啓発を図ります。 

具体的取組 

・社協だよりによる普及啓発 

・ホームページによる啓発 

・セミナー等における啓発 

・相談支援による啓発 

イ ネットワーク活動

の推進 

幅広い地域の課題を解決するために、自治会、地区社協、

ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉法人、社会福祉施設、

保護司、更生施設等、地域の多様な組織・団体相互のネッ

トワークづくりと連携、協働の取組を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・多様な団体間の連携、協働に向けた相談支援 

・助成事業による支援 

・相互の連携、協働する取組（ツール）の検討・開発・

活用 

・社会福祉法人の地域公益活動との連携強化 

・地域の多様な組織・団体の実態把握 

ウ 地域福祉関係者

等のネットワー

クづくり 

懇談会、意見交換会など、様々な機会を活用して、自治

会役員、福祉員、民生委員・児童委員、地区社協、相談関

係機関、下関市社協、その他の地域福祉関係者相互の連携

を強化する取組を進めます。 

具体的取組 

・ネットワークづくりに関する相談支援、職員の派遣 

・助成事業による支援（自治会、地区社協による顔合わ

せ会の実施） 

・ネットワーク懇談会の開催 

・地区社協に対する福祉員の構成員への位置付けに関す

る働きかけ 
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活動項目 活動内容 

ウ 地域福祉関係者

等のネットワー

クづくり 

緊急時等にスムーズに連携が図れるよう、平時から専門

職等のマンパワーを有する福祉施設等と自治会や地区社協

との連携を強化する取組を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・福祉施設等と自治会や地区社協との連携に向けた支援、

職員の派遣 

・助成事業による支援（自治会、地区社協による福祉施

設等と連携した事業の実施） 

エ 地域におけるニ

ーズキャッチシ

ステ ム づくり の

推進 

課題を抱える世帯を早期に発見し、適切に専門機関等へ

スムーズにつなぐことができるよう、地域におけるニーズ

キャッチシステムづくりを進めます。 

具体的取組 

・ご近所への目配り気配り活動の普及啓発 

・福祉員活動の推進 

・自治会福祉部（委員会）の設置促進 

・地区社協活動の推進 

オ 小地域見守りネ

ットワ ーク活動

の推進 

ひとり暮らし高齢者等の孤立を防止するために、自治会

や地区社協による、福祉員や民生委員・児童委員等と連携

した見守りネットワーク活動の推進を図ります。 

具体的取組 

・小地域見守りネットワーク活動の普及啓発 

・福祉員の育成 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・関係機関との連携強化による小地域見守りネットワー

ク活動への参加・協力の促進 

・助成事業による支援（自治会、地区社協による見守り

ネットワーク活動の実施） 

カ 地域福祉関係者

等 の 情 報 共 有

の推進 

地域福祉関係者の個人情報保護法に関する正しい理解の

促進を図るための取組を進めます。また、個人情報の適切

な取扱いや情報共有の在り方に関する合意形成などを促す

取組を進め、地域福祉関係者間の連携強化を図ります。 

具体的取組 

・個人情報保護法の正しい理解と地域福祉関係者による

情報共有の仕組みづくりに関する支援  

・関係機関との連携強化による地域福祉関係者間の情報

共有化の促進 
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（２）福祉に関する市民活動の輪づくり 
 

 

現在、市全域やそれぞれの地域において、住民同士の見守りや助け合いの活動、

地域福祉を推進する活動、すべての市民が暮らしやすいまちづくりを推進する活

動など様々な市民活動、ボランティア活動が行われています。その活動は、支援

を必要とする市民が増加し、福祉課題が複雑化するなかで、非常に大きな役割を

担っています。 

しかし、活動の実施状況は地域により差があり、活動が行われていても参加者

の高齢化や後継者の問題、人材不足、地域住民への情報提供の難しさなど活動の

継続が困難な状況もあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[市の取組] 

取   組 内     容 

市民活動を促進する情報

の収集及び提供 

市民活動の情報を様々な広報媒体によって市民に

紹介し、理解や関心を深めるとともに、活動への参

加のきっかけづくりとなる情報提供を行います。 

市民活動の場づくりの支

援 

しものせき市民活動センター等を拠点にした市民

活動の場づくりを支援します。 

市民活動のネットワーク

づくりの促進 

人的交流や必要な情報を収集する機能と社会に向

けて情報を発信する双方向性のネットワークづくり

を促進します。 

市民活動を側面的に支援

する助成制度の実施 

市民活動団体が組織的な活動を維持発展できるよ

う、既存制度の充実とともに、活動の多様性に応じ

た制度の整備と検討を行います。 

  

・関係機関との連携を強化し、活動を支援する体制を整備する必要がありま

す。 

・活動を促進するための情報の収集や提供を行う必要があります。 

・市民が活動に参加しやすい仕組みづくりを進める必要があります。 

・活動拠点づくりや助成制度等、地域における活動を支援する必要がありま

す。 

・市民活動のネットワークづくりを促進する必要があります。 

 

課 題 

今後の取組 
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◆
◆ 

第
５
章 

計
画
の
取
組 

◆
◆ 

 

《自治会、地区社協、まちづくり協議会、

ボランティア・市民活動団体、NPO

団体、事業者、民生委員・児童委員、

福祉員等》 

○地域の課題を発見し、地域や団体で

取り組める活動を行いましょう。 

○活動の情報を住民へ伝えましょう。 

○住民が活動に参加しやすい仕組みを

つくりましょう。 

〇各団体の組織基盤の強化に努めまし

ょう。 

地 域 

 

○市民活動に関する情報収集を行い、市民へ提供します。 

○市民活動の場づくりを支援します。 

○市民活動のネットワークづくりを促進します。 

○市民活動に対する助成制度を実施します。 

市 

○地域福祉活動を進める地域の

団体や市の活動について理解

を深めましょう。 

○地域福祉活動を進める地域の

団体や市の活動に参加しまし

ょう。 

住 民 

参
加 

○地区社協活動の普及啓発を進めます。 

○地区社協活動の充実強化を図ります。 

○地区社協の組織化と組織基盤を強化します。 

○自治会における福祉活動を推進します。 

○地域における自立生活支援活動を推進します。 

社会福祉協議会 

 支
援 

 

支
援 

 

連
携 

協
働 

 

協
働 

 

 

 基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (2) 福祉に関する市民活動の輪づくり 

住民・地域・社会福祉協議会・市の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協
働 

支
援 



54 

（２）福祉に関する市民活動の輪づくり 
 

 

現在、市全域やそれぞれの地域において、住民同士の見守りや助け合いの活動、

地域福祉を推進する活動、すべての市民が暮らしやすいまちづくりを推進する活

動など様々な市民活動、ボランティア活動が行われています。その活動は、支援

を必要とする市民が増加し、福祉課題が複雑化するなかで、非常に大きな役割を

担っています。 

しかし、活動の実施状況は地域により差があり、活動が行われていても参加者

の高齢化や後継者の問題、人材不足、地域住民への情報提供の難しさなど活動の

継続が困難な状況もあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[市の取組] 

取   組 内     容 

市民活動を促進する情報

の収集及び提供 

市民活動の情報を様々な広報媒体によって市民に

紹介し、理解や関心を深めるとともに、活動への参

加のきっかけづくりとなる情報提供を行います。 

市民活動の場づくりの支

援 

しものせき市民活動センター等を拠点にした市民

活動の場づくりを支援します。 

市民活動のネットワーク

づくりの促進 

人的交流や必要な情報を収集する機能と社会に向

けて情報を発信する双方向性のネットワークづくり

を促進します。 

市民活動を側面的に支援

する助成制度の実施 

市民活動団体が組織的な活動を維持発展できるよ

う、既存制度の充実とともに、活動の多様性に応じ

た制度の整備と検討を行います。 

  

・関係機関との連携を強化し、活動を支援する体制を整備する必要がありま

す。 

・活動を促進するための情報の収集や提供を行う必要があります。 

・市民が活動に参加しやすい仕組みづくりを進める必要があります。 

・活動拠点づくりや助成制度等、地域における活動を支援する必要がありま

す。 

・市民活動のネットワークづくりを促進する必要があります。 

 

課 題 

今後の取組 
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◆
◆ 

第
５
章 

計
画
の
取
組 

◆
◆ 

 

《自治会、地区社協、まちづくり協議会、

ボランティア・市民活動団体、NPO

団体、事業者、民生委員・児童委員、

福祉員等》 

○地域の課題を発見し、地域や団体で

取り組める活動を行いましょう。 

○活動の情報を住民へ伝えましょう。 

○住民が活動に参加しやすい仕組みを

つくりましょう。 

〇各団体の組織基盤の強化に努めまし

ょう。 

地 域 

 

○市民活動に関する情報収集を行い、市民へ提供します。 

○市民活動の場づくりを支援します。 

○市民活動のネットワークづくりを促進します。 

○市民活動に対する助成制度を実施します。 

市 

○地域福祉活動を進める地域の

団体や市の活動について理解

を深めましょう。 

○地域福祉活動を進める地域の

団体や市の活動に参加しまし

ょう。 

住 民 

参
加 

○地区社協活動の普及啓発を進めます。 

○地区社協活動の充実強化を図ります。 

○地区社協の組織化と組織基盤を強化します。 

○自治会における福祉活動を推進します。 

○地域における自立生活支援活動を推進します。 

社会福祉協議会 

 支
援 

 

支
援 

 

連
携 

協
働 

 

協
働 

 

 

 基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (2) 福祉に関する市民活動の輪づくり 

住民・地域・社会福祉協議会・市の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協
働 

支
援 
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[下関市社会福祉協議会の取組（地域福祉活動計画の内容）] 

基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (2) 福祉に関する市民活動の輪づくり 

活動目標：住民の主体的な福祉活動を進めます 

活動項目 活動内容 

ア 地区社協活動の

普及啓発 

市民の地区社協活動に対する一層の理解促進と地区社協

活動への参加協力を促すために、地区社協活動の普及啓発

を図ります。 

具体的取組 

・社協だよりによる普及啓発 

・ホームページによる啓発 

・セミナー等における啓発 

・相談支援による啓発 

・地区社協だよりや福祉かわら版の発行等に関する相談

支援、技術指導 

・助成事業による支援（自治会や地区社協による啓発活

動の実施） 

イ 地区社協活動の

充実強化 

地区社協活動の活性化や充実強化に向けた取組を進めま

す。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・活動の活性化に向けた相談支援 

・地区社協による小地域福祉活動計画策定に関する技術

指導 

・助成事業による支援（地区社協活動の充実強化） 

・まちづくり協議会等の関係団体との関係整理（地域性

や圏域に応じた取組の整理） 

より一層地区社協活動を推進するために、地区社協活動

を担う人材育成や地区社協活動の拠点の整備に向けた取組

を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・地区社協が実施する人材育成支援 

・関係機関、企業等との連携による拠点の確保・整備や

公共施設の開放等に関する推進方策の検討 

・助成事業による支援（モデル地区指定） 
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◆
◆ 

第
５
章 

計
画
の
取
組 

◆
◆ 

活動項目 活動内容 

ウ 地区社協の組織

化と組織基盤の

強化 

地区社協活動の担い手の発掘・養成や財源基盤を強化す

るための取組を進めます。 

具体的取組 

・地区社協リーダー研修会等の開催 

・地区社協会長相互の情報交換会・会議等の開催 

・共同募金運動の推進、助成事業の活用支援 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

地区社協の組織基盤の確立を図るため、構成員の拡充や

会則の整備に向けた取組を進めます。また、地区社協活動

の推進を図るために効果的な構成区域のあり方について検

討します。 

具体的取組 

・地区社協が抱える課題整理と支援方策の検討 

・構成員の拡充や会則の整備に向けた関係者への働きかけ 

・会則整備や構成員の拡充に関する情報提供、相談支援 

・地区社協の構成区域の見直しに関する情報提供、相談

支援、関係者等との調整 

・共同募金運動の推進、助成事業の活用支援 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

エ 自治会における

福 祉 活 動 の 推

進 

より多くの市民が、福祉活動に参加できるよう、日常生

活に身近な自治会における福祉活動の推進を図ります。 

具体的取組 

・自治会規約への福祉員の位置づけや自治会福祉部（委

員会）の設置に向けた関係者への働きかけ 

・自治会福祉部（委員会）モデル設置要綱の活用 

・福祉員任期の徹底や選任方法の適正化に向けた関係者

への働きかけ 

・自治会、地区社協への自治会福祉部（委員会）設置に

関する協力要請 

・関係機関との連携による自治会福祉部（委員会）の設

置促進 

・助成事業による支援（モデル自治会指定） 
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[下関市社会福祉協議会の取組（地域福祉活動計画の内容）] 

基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (2) 福祉に関する市民活動の輪づくり 

活動目標：住民の主体的な福祉活動を進めます 

活動項目 活動内容 

ア 地区社協活動の

普及啓発 

市民の地区社協活動に対する一層の理解促進と地区社協

活動への参加協力を促すために、地区社協活動の普及啓発

を図ります。 

具体的取組 

・社協だよりによる普及啓発 

・ホームページによる啓発 

・セミナー等における啓発 

・相談支援による啓発 

・地区社協だよりや福祉かわら版の発行等に関する相談

支援、技術指導 

・助成事業による支援（自治会や地区社協による啓発活

動の実施） 

イ 地区社協活動の

充実強化 

地区社協活動の活性化や充実強化に向けた取組を進めま

す。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・活動の活性化に向けた相談支援 

・地区社協による小地域福祉活動計画策定に関する技術

指導 

・助成事業による支援（地区社協活動の充実強化） 

・まちづくり協議会等の関係団体との関係整理（地域性

や圏域に応じた取組の整理） 

より一層地区社協活動を推進するために、地区社協活動

を担う人材育成や地区社協活動の拠点の整備に向けた取組

を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・地区社協が実施する人材育成支援 

・関係機関、企業等との連携による拠点の確保・整備や

公共施設の開放等に関する推進方策の検討 

・助成事業による支援（モデル地区指定） 
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◆
◆ 

第
５
章 

計
画
の
取
組 

◆
◆ 

活動項目 活動内容 

ウ 地区社協の組織

化と組織基盤の

強化 

地区社協活動の担い手の発掘・養成や財源基盤を強化す

るための取組を進めます。 

具体的取組 

・地区社協リーダー研修会等の開催 

・地区社協会長相互の情報交換会・会議等の開催 

・共同募金運動の推進、助成事業の活用支援 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

地区社協の組織基盤の確立を図るため、構成員の拡充や

会則の整備に向けた取組を進めます。また、地区社協活動

の推進を図るために効果的な構成区域のあり方について検

討します。 

具体的取組 

・地区社協が抱える課題整理と支援方策の検討 

・構成員の拡充や会則の整備に向けた関係者への働きかけ 

・会則整備や構成員の拡充に関する情報提供、相談支援 

・地区社協の構成区域の見直しに関する情報提供、相談

支援、関係者等との調整 

・共同募金運動の推進、助成事業の活用支援 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

エ 自治会における

福 祉 活 動 の 推

進 

より多くの市民が、福祉活動に参加できるよう、日常生

活に身近な自治会における福祉活動の推進を図ります。 

具体的取組 

・自治会規約への福祉員の位置づけや自治会福祉部（委

員会）の設置に向けた関係者への働きかけ 

・自治会福祉部（委員会）モデル設置要綱の活用 

・福祉員任期の徹底や選任方法の適正化に向けた関係者

への働きかけ 

・自治会、地区社協への自治会福祉部（委員会）設置に

関する協力要請 

・関係機関との連携による自治会福祉部（委員会）の設

置促進 

・助成事業による支援（モデル自治会指定） 
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活動項目 活動内容 

エ 自治会における

福 祉 活 動 の 推

進 

自治会における福祉活動を推進するために、市民の自治

会への加入促進や自治会が抱える課題の解決を支援する取

組を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・自治会福祉部（委員会）設置に関する技術指導、職員

派遣 

・自治会、関係機関との連携による自治会運営上の課題

等に関する実態把握及び結果に基づく対応策の検討 

・連合自治会への未加入自治会に対する支援方策の検討

（併せて地域福祉活動への参加協力の方法検討） 

オ 地域における自

立 生 活 支 援 活

動の推進 

自治会、地区社協、ＮＰＯ、社会福祉法人等による高齢

者世帯などに対する、日常的なゴミ出し、買い物、外出な

どの生活支援活動の推進を図ります。 

具体的取組 

・生活支援体制整備事業を活用した高齢者等の生活支援

全般に関する社会資源の開発 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・生活支援活動の実施に係る相談支援、技術指導 

・助成事業による支援（モデル地区指定） 

・社会福祉法人の地域公益活動との連携（社会福祉法人

が有する資源の活用） 
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◆
◆ 

第
５
章 

計
画
の
取
組 

◆
◆ 

（３）民生委員・児童委員、福祉員との輪づくり 
 

 

民生委員・児童委員、福祉員は、地域の子どもから高齢者まですべての住民を

対象として相談や生活・福祉ニーズの把握、福祉サービス情報の提供、福祉サー

ビス利用の支援、見守り等、様々な活動を行っています。 

その活動には市民の理解や地域団体等との連携が欠かせませんが、市民意識調

査の結果によると、民生委員・児童委員、福祉員に対する市民の認知度は高いと

は言えません。 

また、地域の他の活動や機関との連携が十分に図られていないという課題も挙

がっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

[市の取組] 

取   組 内     容 

民生委員・児童委員活動の

周知 

民生委員・児童委員の役割や活動内容を市民に周

知します。 

民生委員・児童委員活動の

支援 

福祉に関する知識や制度等に関する情報を適切に

提供できるよう、研修の充実を図ります。 

民生委員・児童委員と福祉

員との連携強化 

様々な機会を活用して、民生委員・児童委員と地

域福祉関係者相互の連携を強化する取組を進めま

す。 

 
  

・民生委員・児童委員の活動を市民へ周知する必要があります。 

・民生委員・児童委員の活動を支援する必要があります。 

・民生委員・児童委員、福祉員と、地域団体や関係機関等との連携を強化す

る必要があります。 

課 題 

今後の取組 



58 

活動項目 活動内容 

エ 自治会における

福 祉 活 動 の 推

進 

自治会における福祉活動を推進するために、市民の自治

会への加入促進や自治会が抱える課題の解決を支援する取

組を進めます。 

具体的取組 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・自治会福祉部（委員会）設置に関する技術指導、職員

派遣 

・自治会、関係機関との連携による自治会運営上の課題

等に関する実態把握及び結果に基づく対応策の検討 

・連合自治会への未加入自治会に対する支援方策の検討

（併せて地域福祉活動への参加協力の方法検討） 

オ 地域における自

立 生 活 支 援 活

動の推進 

自治会、地区社協、ＮＰＯ、社会福祉法人等による高齢

者世帯などに対する、日常的なゴミ出し、買い物、外出な

どの生活支援活動の推進を図ります。 

具体的取組 

・生活支援体制整備事業を活用した高齢者等の生活支援

全般に関する社会資源の開発 

・先進事例等に関する情報収集、情報提供 

・生活支援活動の実施に係る相談支援、技術指導 

・助成事業による支援（モデル地区指定） 

・社会福祉法人の地域公益活動との連携（社会福祉法人

が有する資源の活用） 
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（３）民生委員・児童委員、福祉員との輪づくり 
 

 

民生委員・児童委員、福祉員は、地域の子どもから高齢者まですべての住民を

対象として相談や生活・福祉ニーズの把握、福祉サービス情報の提供、福祉サー

ビス利用の支援、見守り等、様々な活動を行っています。 

その活動には市民の理解や地域団体等との連携が欠かせませんが、市民意識調

査の結果によると、民生委員・児童委員、福祉員に対する市民の認知度は高いと

は言えません。 

また、地域の他の活動や機関との連携が十分に図られていないという課題も挙

がっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

[市の取組] 

取   組 内     容 

民生委員・児童委員活動の

周知 

民生委員・児童委員の役割や活動内容を市民に周

知します。 

民生委員・児童委員活動の

支援 

福祉に関する知識や制度等に関する情報を適切に

提供できるよう、研修の充実を図ります。 

民生委員・児童委員と福祉

員との連携強化 

様々な機会を活用して、民生委員・児童委員と地

域福祉関係者相互の連携を強化する取組を進めま

す。 

 
  

・民生委員・児童委員の活動を市民へ周知する必要があります。 

・民生委員・児童委員の活動を支援する必要があります。 

・民生委員・児童委員、福祉員と、地域団体や関係機関等との連携を強化す

る必要があります。 

課 題 

今後の取組 
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《自治会、地区社協、まちづくり協議会、

ボランティア・市民活動団体、NPO

団体、事業者、民生委員・児童委員、

福祉員等》 

○民生委員・児童委員、福祉員と活動

情報や課題を共有しましょう。 
○民生委員・児童委員、福祉員と連携

を図り、地域での活動を推進しまし

ょう。 

地 域 

 

○民生委員・児童委員の活動を周知します。 

○民生委員・児童委員の活動を支援します。 

○民生委員・児童委員と福祉員との連携を強化します。 

 

市 

 

協
働  

支
援 

 

連
携 

協
働  

支
援 

○福祉員活動の普及啓発を進めます。 

○福祉員活動の充実強化を図ります。 

○福祉員活動の基盤を強化します。 

○福祉員と民生委員・児童委員との連携を強化し

ます。 

社会福祉協議会 

 
支
援 

 協
働 

○民生委員・児童委員、福祉員

の活動に関する理解を深めま

しょう。 

○地域での民生委員・児童委員、

福祉員の活動に協力しましょ

う。 

参
加 

 基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (3) 民生委員・児童委員、福祉員との輪づくり 

住民・地域・社会福祉協議会・市の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

住 民 
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[下関市社会福祉協議会の取組（地域福祉活動計画の内容）] 

基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (3) 民生委員・児童委員、福祉員との輪づくり 

活動目標：福祉員活動を支援し、民生委員・児童委員と連携して

福祉活動を進めます 

活動項目 活動内容 

ア 福祉員活動の普

及啓発 

市民の福祉員活動に対する一層の理解促進と福祉員活動

への協力を促すために、福祉員活動の普及啓発を図ります。 

具体的取組 

・社協だよりによる普及啓発 

・ホームページ等による啓発 

・セミナー等における啓発 

・相談支援による啓発 

イ 福祉員活動の充

実強化 

高齢者世帯等への見守り活動等、小地域福祉活動の推進

基盤の強化を図るため、福祉員の資質向上と未設置自治会

への設置を進めます。 

具体的取組 

・福祉員の委嘱 

・福祉員活動費の助成 

・福祉員研修会の開催（新任研修、地区別研修会など内

容の充実） 

・福祉員活動に関する相談支援 

・福祉員の活動指針・マニュアルの作成配布 

ウ 福祉員活動の基

盤強化 

福祉員が選出された自治会において、近隣住民の協力を

得て活動できるように自治会福祉部（委員会）の設置を進

め、福祉活動の環境整備を図ります。 

具体的取組 

・未設置自治会への設置に向けた働きかけ 

エ 福祉員と民生委

員・児童委員と

の連携強化 

懇談会、意見交換会など、様々な機会を活用して、民生

委員・児童委員と地域福祉関係者相互の連携を強化する取

組を進めます。 

具体的取組 

・ネットワークづくりに関する相談支援、職員の派遣 

・ネットワーク懇談会の開催 

・福祉員と民生委員・児童委員が連携して取り組める活

動の提案 

・地区民生児童委員協議会への職員の派遣 
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《自治会、地区社協、まちづくり協議会、
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団体、事業者、民生委員・児童委員、

福祉員等》 
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ょう。 

地 域 

 

○民生委員・児童委員の活動を周知します。 

○民生委員・児童委員の活動を支援します。 

○民生委員・児童委員と福祉員との連携を強化します。 
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○福祉員活動の充実強化を図ります。 

○福祉員活動の基盤を強化します。 
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○地域での民生委員・児童委員、

福祉員の活動に協力しましょ

う。 

参
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[下関市社会福祉協議会の取組（地域福祉活動計画の内容）] 

基本目標２ “ささえあいの輪づくり” (3) 民生委員・児童委員、福祉員との輪づくり 

活動目標：福祉員活動を支援し、民生委員・児童委員と連携して

福祉活動を進めます 

活動項目 活動内容 

ア 福祉員活動の普

及啓発 

市民の福祉員活動に対する一層の理解促進と福祉員活動

への協力を促すために、福祉員活動の普及啓発を図ります。 

具体的取組 

・社協だよりによる普及啓発 

・ホームページ等による啓発 

・セミナー等における啓発 

・相談支援による啓発 

イ 福祉員活動の充

実強化 

高齢者世帯等への見守り活動等、小地域福祉活動の推進

基盤の強化を図るため、福祉員の資質向上と未設置自治会

への設置を進めます。 

具体的取組 

・福祉員の委嘱 

・福祉員活動費の助成 

・福祉員研修会の開催（新任研修、地区別研修会など内

容の充実） 

・福祉員活動に関する相談支援 

・福祉員の活動指針・マニュアルの作成配布 

ウ 福祉員活動の基

盤強化 

福祉員が選出された自治会において、近隣住民の協力を

得て活動できるように自治会福祉部（委員会）の設置を進

め、福祉活動の環境整備を図ります。 

具体的取組 

・未設置自治会への設置に向けた働きかけ 

エ 福祉員と民生委

員・児童委員と

の連携強化 

懇談会、意見交換会など、様々な機会を活用して、民生

委員・児童委員と地域福祉関係者相互の連携を強化する取

組を進めます。 

具体的取組 

・ネットワークづくりに関する相談支援、職員の派遣 

・ネットワーク懇談会の開催 

・福祉員と民生委員・児童委員が連携して取り組める活

動の提案 

・地区民生児童委員協議会への職員の派遣 

 

  


